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１０月２３日、名古屋高等裁判所金沢支部第２部（山田耕司裁判長）は、再審請求人・前川彰司さんに

かかわるいわゆる「福井女子中学生殺人事件」について、再審開始の決定をしました。本決定は、１審・

福井地方裁判所の無罪判決、そして第一次再審請求での名古屋高裁金沢支部の開始決定につづく事

実上３度目の無罪判決です。検察官においては、異議申立をすることなく速やかに再審公判に協力して

無罪論告を行い、前川さんの人権と名誉を回復することを強く求めます。 

本件では、そもそも前川彰司さんと犯行を結びつける証拠は何一つなく、１審の福井地方裁判所は無

罪判決でした。ところが、２審の名古屋高等裁判所金沢支部は、著しく変遷した暴力団関係者の供述が

「大筋で一致している」として逆転有罪の判決（懲役７年）を言い渡しました。１９９７年１１月、最高裁判所

は、前川さんの上告を棄却し 2 審の有罪判決が確定しました。前川さんは出所後、２００４年７月に第一次

再審請求を申立て。２０１１年１１月に名古屋高裁金沢支部で再審開始決定が出されましたが、これが検

察の異議申し立てによって取り消され最高裁で確定。２０２２年１０月に第二次再審請求を申立てました。 

第二次再審請求審の結果、前川さんの犯行を裏付ける物証が何もないにもかかわらず、捜査に行き詰

まった警察・検察が、暴力団組員の不純な目的に基づく虚言に依存して「事件に関わった」とする供述を

捏造したことが明らかになりました。警察は、捜査側に不都合な事情が生じる都度、組員の供述を変更さ

せる一方、組員の供述によって引き込まれた他の関係者らの「事件に関わっていない」という供述を隠匿

しました。警察が｢組員と友達の作り話です｣という前川さんの訴えを無視して、組員が供述する架空のエ

ピソードを押し付けて、組員の供述と「大筋で一致」する関与供述を捏造し、偽りの有罪判決が導かれま

した。よって、今回の再審開始決定は、正当かつ当然の結果です。 

そのうえ、長年にわたり警察、検察の手元に秘匿された末に今回、開示された２８７点の開示証拠の中

にあった捜査報告書等が前川さんの無実を裏付ける有力な証拠となったことは重大であり、かかる観点

からも異議申立理由が存在しないことは明らかです。 

前川さんは事件発生翌年の１９８７年に逮捕されて以来、４０年近くも殺人犯の汚名を着せられ、出所

後の人生も大きく破壊されました。これ以上、司法が前川さんと家族の尊厳と人権を翻弄することは許さ

れません。１審の無罪判決、そして２度の再審開始決定と事実上の無罪判決を３度も受けています。重大

な証拠を隠した検察官が、さらに抵抗を重ねて前川さんの有罪を主張することはあってはなりません。 

検察は、今こそ、｢基本的人権を尊重し･･･無実の者を罰することにならないよう｣「事案の真相解明に取

り組む｣ことを命じた「検察の理念」（平成２３年９月付最高検察庁策定）に立ち返るべきです。そして、前

川さんの人権と名誉を速やかに回復するため再審開始決定に対する異議申立を断念し、一日も早く、前

川さんを無辜の罪から救済することを強く求めます。 
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